
森
林
環
境
税
と
森
林
環
境
譲
与
税

の
仕
組
み

1「
森
林
環
境
税
」は
、
個
人
住
民
税
均
等
割
の
枠

組
み
を
用
い
て
、
市
町
村
が
国
税
と
し
て
１
人

年
額
1
︐0
0
0
円
を
徴
収
す
る
新
た
な
税
で
あ

り
、
令
和
６
年
度
か
ら
課
税
が
始
ま
り
ま
し
た
。

一
方
、「
森
林
環
境
譲
与
税（
以
下
、「
譲
与
税
」

と
い
う
。）」
は
、
森
林
環
境
税
に
よ
る
税
収
を
原

資
と
し
て
、
そ
の
全
て
が
市
町
村
に
お
け
る
森
林

整
備
の
促
進
の
た
め
、
市
町
村
と
都
道
府
県
に
譲

与
さ
れ
る
財
源
で
す
。
既
に
、
令
和
元
年
度
か
ら

譲
与
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
各
市
町
村
・
都
道
府

県
へ
の
譲
与
額
は
、
自
治
体
別
の
私
有
林
人
工
林

面
積
、
林
業
就
業
者
数
及
び
人
口
に
基
づ
い
て
算

出
さ
れ
ま
す
。
令
和
5
年
度
は
、
全
国
で
総
額

5
0
0
億
円
が
譲
与
さ
れ
ま
し
た
。

譲
与
税
の
使
途
は
、「
森
林
環
境
税
及
び
森
林

環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
31
年
法
律
第

３
号
）」
に
基
づ
き
、
市
町
村
で
は
、
間
伐
等
の

「
森
林
の
整
備
に
関
す
る
施
策
」と
、
人
材
育
成
・

担
い
手
の
確
保
、
木
材
利
用
の
促
進
や
普
及
啓
発

等
の「
森
林
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
施
策
」に
、

都
道
府
県
で
は
、「
森
林
整
備
を
実
施
す
る
市
町

村
の
支
援
等
に
関
す
る
施
策
」
に
充
て
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
同
法
に
よ
り
、
全
て
の
市
町
村
・
都
道

府
県
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
、
譲
与
税

の
使
途
を
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

2
森
林
環
境
譲
与
税
の
活
用
状
況

（１）
活
用
額
の
推
移

譲
与
税
の
活
用
額
は
、
年
々
増
加
し
て
い
ま

す
。
令
和
元
年
度
の
96
億
円
（
譲
与
額
に
対
す
る

割
合
は
48
％
）か
ら
令
和
5
年
度
に
は
4
6
4
億

円（
同
93
％
）ま
で
増
加
し
ま
し
た
。
活
用
額
の
内

訳
を
見
る
と
、
約
６
割
が
間
伐
等
の
森
林
整
備
に

活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
未
活
用
分
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お

い
て
、
森
林
整
備
の
準
備
段
階
（
森
林
所
有
者
の

意
向
確
認
等
）
の
た
め
、
今
後
、
森
林
整
備
に
活

用
す
る
予
定
で
あ
っ
た
り
、
公
共
建
築
物
の
建
替

え
の
た
め
複
数
年
度
分
を
計
画
的
に
積
み
立
て
て

活
用
す
る
予
定
な
ど
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後
よ
り

一
層
の
活
用
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

（２）
市
町
村
に
お
け
る
取
組

全
国
の
市
町
村
で
は
、
譲
与
税
の
活
用
に
よ

り
、
森
林
整
備
、
人
材
育
成
、
木
材
利
用
・
普
及

啓
発
の
取
組
が
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　令和元年度に市町村（特別区を含む。以下同じ。）を中心とす
る森林整備を進めるための新たな財源として「森林環境譲与税」
の譲与が始まってから、丸５年が経過しました。全国の市町村
では、森林環境譲与税の活用により、間伐等の森林整備、人材
育成・担い手の確保、木材利用・普及啓発などの取組が展開さ
れています。そして、令和６年度からは森林環境譲与税の原資
となる「森林環境税」の課税が始まり、森林環境譲与税の活用状
況に対する社会の関心は、これまで以上に高まっています。
　本稿では、令和５年度における各自治体の森林環境譲与税の
活用状況と、更なる有効活用に向けた林野庁の取組について紹
介します。

森林環境譲与税
自治体の活用状況と林野庁の取組

特集
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森林環境譲与税の活用額

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
予定

活用額 96億円 210億円 270億円 399億円 464億円 (602億円)

うち
間伐等の森林整備関係 44億円 111億円 150億円 234億円 276億円 (368億円)

うち
人材の育成・担い手の確保 31億円 51億円 57億円 68億円 75億円 (93億円)

うち
木材利用・普及啓発 21億円 48億円 63億円 97億円 113億円 (141億円)

（参考）譲与額 200億円 400億円 400億円 500億円 500億円 －

（参考）市町村・都道府県別

市町村 65億円 163億円 217億円 341億円 406億円 (533億円)

都道府県 31億円 47億円 53億円 58億円 58億円 (70億円)

注1：総務省・林野庁調べ
注２：令和６年度予定の金額については、令和６年６月時点で自治体への聞き取り結果をとりまとめたもの。
注３：令和６年度譲与額については、森林環境税の収入額を踏まえて決定。

森林環境譲与税を活用した市町村における主な取組実績

区分 主な取組実績 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 (参考)累計

間伐等の森
林整備関係

意向調査実施
面積 約12．5万ha　 約21．6万ha　 約18．0万ha　 約18．3万ha　 約21．0万ha　 約91．4万ha

森林整備面積
（うち間伐面積）

約0．6万ha
(約0．4万ha)

約1．8万ha
(約1．0万ha)

約3．1万ha
(約1．4万ha)

約4．3万ha
(約2．0万ha)

約5．2万ha
(約2．3万ha)

約15．0万ha
(約7．1万ha)

森林作業道の
整備 約8．9万m 約23．3万m 約40．6万m 約50．2万m 約85．1万m 約208．1万m

林道・林業専
用道の整備 約0．1万m 約0．5万m 約1．4万m 約1．2万m 約1．6万m 約4．8万m

人材の育
成・担い手

の確保
研修等の参加

者数 約0．7万人 約0．5万人 約0．6万人 約1．0万人 約1．1万人 約3．9万人

木材利用・
普及啓発

木材利用量 約0．5万m3 約1．3万m3 約2．3万m3 約2．8万m3 約3．1万m3 約10．0万m3

イベント、講
習会等 約900回 約1，000回 約1，800回 約2，400回 約2，600回 約8，700回

参加者等 約8．8万人 約5．6万人 約12．5万人 約18．9万人 約25．2万人 約71．0万人

注1：総務省・林野庁調べ
注２： 本実績値には、森林環境譲与税と他の財源を組み合わせて行った事業の実施分も含まれている。市町村によって取組の内容は様々であり、「主な取組実績」は、代表的

なものを提示している。
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令
和
5
年
度
に
は
、
森
林
整
備
の
取
組
と
し

て
、
森
林
経
営
管
理
制
度
に
基
づ
く
森
林
所
有
者

へ
の
意
向
調
査
が
約
21
万
ha
、
間
伐
等
の
森
林
整

備
が
約
5
・
2
万
ha
、
森
林
作
業
道
や
林
道
等
の

整
備
が
約
87
万
ｍ
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
他
、
シ

カ
被
害
防
止
対
策
や
苗
木
生
産
へ
の
支
援
な
ど
、

地
域
の
森
林
の
課
題
に
応
じ
た
取
組
も
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

人
材
育
成
の
取
組
で
は
、
林
業
の
担
い
手
を
育

成
す
る
た
め
の
研
修
等
に
約
1
・
1
万
人
が
参
加

し
ま
し
た
。
ま
た
、
林
業
従
事
者
へ
の
安
全
防
護

服
の
購
入
補
助
や
、
林
業
に
必
要
な
技
能
講
習
経

費
へ
の
助
成
等
の
取
組
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

木
材
利
用
・
普
及
啓
発
の
取
組
で
は
、
公
共
建

築
物
の
木
造
・
木
質
化
や
地
域
材
を
使
用
し
た
木

製
品
の
設
置
等
で
、
約
3
・
1
万
m3
の
木
材
が
利

用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
住
民
と
一
体
と
な
っ
た

森
林
の
保
全
活
動
や
木
育
等
の
イ
ベ
ン
ト
が
約

2
︐6
0
0
回
開
催
さ
れ
、
約
25
万
人
が
参
加
し

ま
し
た
。

ま
た
、
森
林
が
持
つ
様
々
な
機
能
は
、
市
町
村

の
区
域
を
越
え
て
、
そ
の
恩
恵
を
も
た
ら
し
ま

す
。
そ
う
し
た
広
域
的
な
視
点
で
都
市
部
と
山
村

部
の
市
町
村
が
連
携
し
た
取
組
も
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
都
市
部
と
山
村
部
の
市
町
村

が
協
定
を
締
結
し
た
上
で
、
山
村
部
に
お
け
る
森

林
整
備
の
費
用
に
都
市
部
の
譲
与
税
を
充
当
し
、

そ
れ
に
よ
る
C
O
2
吸
収
量
を
都
市
部
で
の
カ
ー

ボ
ン
オ
フ
セ
ッ
ト
に
活
用
す
る
取
組
や
、
都
市
部

の
住
民
に
よ
る
植
樹
体
験
や
森
林
環
境
教
育
と
組

み
合
わ
せ
た
取
組
、
山
村
部
で
の
森
林
整
備
に
よ

り
生
産
さ
れ
た
木
材
を
都
市
部
の
木
材
利
用
に
活

用
す
る
取
組
な
ど
、
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
得
ら
れ

る
よ
う
な
取
組
が
あ
り
ま
す
。
令
和
5
年
度
に

は
、
全
国
1
6
8
市
町
村
等
の
参
画
に
よ
り
、

48
件
の
連
携
し
た
取
組
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

森林経営管理制度に基づく間伐の実施（愛媛県西条市）

苗木生産に対する支援（長野県南相木村）

文化・子育て複合施設の木質化（大阪府茨木市）　

植栽地へのシカ被害防止対策（岡山県美作市）

担い手育成のための伐倒造材搬出研修（広島県安芸太田町）

茨城県取手市と群馬県みなかみ町の友好都市連携による植樹活動
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（３）
都
道
府
県
に
お
け
る
取
組

市
町
村
に
よ
っ
て
は
、
林
業
専
門
の
部
署
が
な

い
、
林
務
担
当
職
員
が
少
な
い
な
ど
、
森
林
・
林

業
行
政
を
担
う
体
制
が
十
分
で
は
な
い
市
町
村
も

見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
譲
与
税
の
一
定
割
合

（
令
和
5
年
度
は
12
％
）は
都
道
府
県
に
譲
与
さ
れ

て
お
り
、
全
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
、
譲
与
税

を
活
用
し
た
市
町
村
支
援
の
取
組
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
市
町
村
の
業
務
支
援
の
た

め
の
森
林
ク
ラ
ウ
ド
等
の
シ
ス
テ
ム
構
築
、
都
道

府
県
単
位
の
事
業
支
援
団
体
（
森
林
経
営
管
理
の

た
め
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
等
）
の
運
営
・
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
派
遣
、
市
町
村
職
員
の
研
修
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
市
町
村
の
範
囲
を
超

え
て
広
域
的
に
取
り
組
む
課
題
と
し
て
、
人
材
育

成
・
担
い
手
対
策
や
、
木
材
利
用
の
推
進
・
普
及

啓
発
に
譲
与
税
を
活
用
す
る
都
道
府
県
も
多
く
見

ら
れ
ま
す
。

林
野
庁
に
よ
る
森
林
環
境
譲
与
税
の
有

効
活
用
に
向
け
た
取
組
と
情
報
発
信

3林
野
庁
で
は
、
市
町
村
に
お
け
る
譲
与
税
の
有

効
活
用
を
図
る
た
め
、
人
材
育
成
、
情
報
提
供
、

体
制
整
備
な
ど
の
支
援
を
実
施
し
て
い
る
ほ
か
、

譲
与
税
の
取
組
の
成
果
等
に
つ
い
て
の
情
報
発
信

を
行
っ
て
い
ま
す
。

（１）
人
材
育
成（
研
修
の
開
催
等
）

林
野
庁
で
は
、
市
町
村
へ
の
技
術
的
助
言
・
指

導
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
技
術
者
（
通
称
：
森
林

経
営
管
理
リ
ー
ダ
ー
）
を
育
成
す
る
た
め
、
都
道

府
県
の
地
方
機
関
や
市
町
村
支
援
組
織
の
職
員

を
対
象
と
す
る
「
森
林
経
営
管
理
リ
ー
ダ
ー
育
成

研
修
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
令
和
元
年
度
か
ら

の
６
年
間
で
、
全
国
43
カ
所
で
開
催
し
、
の
べ

9
2
3
名
が
受
講
し
ま
し
た
。
ま
た
、
都
道
府

県
が
実
施
す
る
市
町
村
職
員
向
け
の
説
明
会
や
研

修
会
等
に
、
林
野
庁
職
員
を
講
師
と
し
て
派
遣
し

て
お
り
、
令
和
６
年
度
は
、
12
月
末
ま
で
に
38
回

の
説
明
会
等
に
職
員
を
派
遣
し
ま
し
た
。

（２）
情
報
提
供（
事
例
集
の
作
成
・
公
表
等
）

林
野
庁
で
は
、
毎
年
度
、
各
地
に
お
け
る
譲
与

税
を
活
用
し
た
様
々
な
取
組
事
例
を
整
理
し
た

「
森
林
環
境
譲
与
税
の
取
組
事
例
集
」
を
作
成
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
４
冊
の
事
例
集
を
作
成
し

て
、
計
4
8
0
の
事
例
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
関
係
者
に
、
森

林
経
営
管
理
制
度
と
譲
与
税
に
関
す
る
最
新
の
動

向
を
伝
え
る
た
め
、
令
和
４
年
度
か
ら
情
報
誌

「
シ
ュ
ー
セ
キ
！
」を
発
行
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
市
町
村
の
皆
様
が
譲
与
税
の
具

体
的
な
使
途
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
令
和
４
年
度
に
、「
森
林
環
境
譲
与
税
を

活
用
し
て
実
施
可
能
な
市
町
村
の
取
組
の
例
（
通

称
：
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
）」を
作
成
・
公
表
し
ま

し
た
。（
な
お
、
譲
与
税
の
使
途
は
、
本
リ
ス
ト

に
掲
げ
ら
れ
た
項
目
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
森
林
整
備
及
び
森
林
整
備
の
促
進
に
該
当
す

る
内
容
で
あ
れ
ば
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
創

意
工
夫
に
よ
る
取
組
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
す
。）

（３）
体
制
整
備
（
地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

活
用
促
進
）

林
野
庁
で
は
、
市
町
村
の
体
制
支
援
と
し
て
、

「
地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
以
下
「
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
」
と
い
う
。）
制
度
」
を
設
け
て
い
ま
す
。
市

町
村
や
都
道
府
県
が
、
森
林
・
林
業
の
専
門
知
識

を
有
す
る
技
術
者
を
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
委
嘱

又
は
業
務
委
託
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
制
度
で
あ

り
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
動
に
要
し
た
経
費
の
一

部（
都
道
府
県
：
5
割
、
市
町
村
：
7
割
）は
、
総

務
省
か
ら
特
別
交
付
税
と
し
て
措
置
さ
れ
ま
す
。

令
和
5
年
度
に
は
、
全
国
2
1
8
の
自
治
体
で

3
3
4
名
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
活
動
し
ま
し
た
。

林
野
庁
で
は
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
募
集
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

の
活
用
を
希
望
す
る
市
町
村
の
情
報
を
技
術
者
団

体
に
提
供
し
、
当
該
市
町
村
の
一
覧
を
林
野
庁

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

（４）
情
報
発
信
・
広
報
等

令
和
６
年
度
か
ら
森
林
環
境
税
の
課
税
が
始
ま

り
、
譲
与
税
の
活
用
状
況
に
対
す
る
社
会
の
関
心

注1：総務省・林野庁調べ。４７都道府県から回答。項目は複数選択可。
注２：グラフ内の実数は都道府県数。割合は、全都道府県数（４７）に対するものを表示。
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・森林環境税・森林環境譲与税のウェブサイト
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/
kankyouzei/231018.ht ml

・森林環境譲与税の取組事例集、ポジティブリスト
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/
kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

・シューセキ！
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/
keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html#3.4

・地域林政アドバイザー
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/
tiikirinnseiadobaiza.html

・林野庁Facebook
https://www.facebook.com/rinyajapan

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

林
野
庁
で
は
、
皆
様
に
譲
与
税
に
よ
る
取
組
の

成
果
・
効
果
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
く
た
め

に
、
令
和
5
年
度
か
ら
、
森
林
環
境
税
・
森
林
環

境
譲
与
税
に
関
す
る
新
た
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
開

設
し
た
ほ
か
、
S
N
S
に
よ
る
情
報
発
信
、
政
府

広
報
、
各
種
行
事
で
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
パ
ネ
ル

を
活
用
し
た
広
報
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
実
際
に
譲
与
税
を
活
用
す
る
各
自
治
体

に
も
働
き
か
け
を
行
い
、
①
使
途
公
表
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
お
い
て
、
取
組
内
容
を
写
真
や
成
果

の
デ
ー
タ
を
用
い
て
説
明
す
る
な
ど
の
工
夫
、
②

各
自
治
体
の
広
報
誌
に
お
い
て
特
集
を
組
ん
で

取
組
を
紹
介
、
③
P
R
動
画
や
事
例
集
な
ど
独
自

の
広
報
資
材
の
作
成
、
④
事
業
箇
所
等
へ
譲
与
税

を
活
用
し
て
い
る
旨
の
表
示
、
⑤
事
業
の
プ
レ
ス

リ
リ
ー
ス
等
と
い
っ
た
、
積
極
的
か
つ
効
果
的
な

広
報
活
動
の
取
組
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ

の
ほ
か
、
譲
与
税
の
使
途
の
検
討
に
当
た
っ
て
、

様
々
な
関
係
者
か
ら
成
る
協
議
会
を
立
ち
上
げ
検

討
を
行
っ
て
い
る
例
や
、
市
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
な
ど
に
も
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
地
域
の

森
林
づ
く
り
の
方
向
性
と
合
わ
せ
て
譲
与
税
の
活

用
方
針
を
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
作
成
し
て
い
る
例
な

ど
も
あ
り
、
使
途
の
検
討
段
階
に
お
け
る
工
夫
も

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　4
お
わ
り
に

森
林
環
境
税
・
森
林
環
境
譲
与
税
は
、
地
球
温

暖
化
や
災
害
を
防
ぎ
、
豊
か
な
水
を
育
む
な
ど
、

私
た
ち
の
命
や
暮
ら
し
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
大

切
な
森
林
を
持
続
的
に
守
り
育
て
て
い
く
た
め

の
、「
国
民
一
人
一
人
が
、
森
を
支
え
る
」仕
組
み

で
す
。

譲
与
開
始
か
ら
丸
5
年
が
経
過
し
、
譲
与
税
の

活
用
状
況
は
、
活
用
額
、
取
組
実
績
の
い
ず
れ
も

着
実
に
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も
更
な
る
取
組

の
進
展
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

林
野
庁
と
し
て
も
、
引
き
続
き
、
市
町
村
等
と

協
力
し
な
が
ら
、
各
地
域
で
の
効
果
的
な
活
用
に

向
け
た
支
援
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
譲
与
税
に

よ
る
成
果
を
積
極
的
に
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

市町村 都道府県

市町村、都道府県

国民

納税義務者 約6,200万人

国

年間１,０００円を個人住民税に上乗せして徴収

森林環境税

国から市町村と都道府県に譲与 私有林人工林面積
林業就業者数
人口により按分

森林環境譲与税

森林整備、人材育成、木材利用、普及啓発の取組に活用

森林環境税の仕組み

国民の皆様から納税いただいた「森林環境

税」は、国を通して「森林環境譲与税」とし

て全国全ての市町村と都道府県に配分さ

れ、森林経営管理制度を始めとする森林整

備やその促進のための取組に活用されます。

（年間総額約600億円）
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